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「償却資産申告」受理ポイント
耐用年数等の未記入欄、合算額等の誤記入を防ぐ、連
絡先を抑える

⇒ 償却資産を窓口で受理することは、納税者（税理士が、申告書をまとめて

持参も含む）と接して話ができる数少ない機会の場と考える。

「電話」で電話での質問をなくす。

⇒償却資産申告書は、出先の支所、出張所、また、同じ職場でも他の職員が
受付けるということも想定して備える。

⇒国税の確定申告書を提出では、税務署の職員が、書類を見て、瞬間的に適

格な指摘をするのは、税務署職員がミス発生のポイントを理解している

⇒チェック表を作成する。
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＜申告書窓口受付チェック表＞

□ 申告年度の確認（過年度も含めて提出もある）

□ 提出事業者の連絡先（電話番号）

□ 所有者コードの記入及び確認。

（申告書。資産明細書）

（相続、共有及び、共有者数等の変更）

（注）申告書と資産明細書が分離されると判

別が困難になる！

□ 受理した申告書と明細書をホチキッスでと

める。
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＜申告書窓口受付チェック表＞

□ 増加資産の耐用年数が未記入ではない

か。

□ 増加資産の資産種類の欄が未記入に

なっていないか。

□ 増加事由の欄（摘要）に（移動、申告

漏れ等）の記入はあるか。

□ 即時償却の対象資産について明瞭に表

示されているか。

「過年度漏れ」と、「移動
受⼊」を明確にする。
「過年度漏れ」は、過年度
遡及課税になる。
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＜申告書窓口受付チェック表＞

□ 備考の欄に「資産なし」「増減なし」等の記入はある

か。

□ 申告書の取得価額は正しく記入されているか。

① 資産種別が申告書表紙と明細書で一致しているか。

② 取得価額の合算額は正しい金額が記入されて

いるか。

□ 非課税、課税標準額特例は資料が添付されているか。
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「資産なし」と、
「増減資産な
し」を誤らない
こと！


